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都内大気汚染状況の推移

■二酸化窒素（NO₂）の経年変化
・都の設置する一般環境大気測定局（一般局）
及び自動車排出ガス測定局（自排局）とも
に、減少傾向

・一般局については、平成２２年度以降全局
NO₂環境基準(0.06ppm)を達成

・自排局については、平成２９年度まで松原橋
自排局が未達成の状態にあったが、平成３０
年度以降全局においてNO₂環境基準を達成
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都内大気汚染の状況の推移

■浮遊粒子状物質（SPM）の経年変化
・都の設置する一般局及び自排局ともに、減少傾
向

・一般局及び自排局ともに、平成２６年度以降
全局においてSPM環境基準(0.10mg/m³)を達成
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松原橋自排局の測定値推移

松原橋自排局周辺地図
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■松原橋自排局における経年変化

・過去には環境基準非達成であった松原橋自排局においても、NO₂・SPMいずれも減少傾向

・NO₂は平成３０年度に環境基準を達成したが、基準上限（0.06ppm）前後で推移している

ことから、今後も注視が必要
・SPMは平成２６年度以降環境基準（0.10mg/m³）を達成
※H２５年度は環境基準値を超過した日が2日以上連続したことにより非達成

ＮＯ₂上限値

（H31)

ＮＯ₂・ＳＰＭ濃度の推移

自排局

ＮＯ₂(98%値） ＳＰＭ(2%除外値)
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都内大気環境の改善に向けて実施した取組

■ディーゼル車の走行規制

〇東京都環境確保条例で定める粒子状物質排出基準を満たさない
ディーゼル車は、東京都内の走行を禁止

〇規制の徹底を図るため、物流拠点での車両検査、幹線道路等での
ビデオカメラによる走行車両の撮影、事業所への立入検査等を実施

・対象地域：島しょ部を除く都内全域
・規制の基準：新短期規制と同じ値
・対象車種：ディーゼル車のうち

①貨物自動車（1,4,6ナンバー）
②乗合自動車：乗車定員11人以上（2（一部5,7）ナンバー）
③特種用途自動車（8ナンバー）

※乗用車（3,5,7ナンバー）は対象外
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都内大気環境の改善に向けて実施した取組

■その他の取組
・エコドライブの普及促進

・ＺＥＶ導入促進事業（購入費等補助）
・低公害・低燃費車(ＨＶトラック・バス)の普及促進（融資あっせん）等

■特定低公害・低燃費車の導入義務
〇特定低公害・低燃費車 乗用車の例

・都内（島しょを除く。）で200
台以上の自動車を使用する事業
者に対し、都が定める特定低公
害・低燃費車の導入を義務付け
（令和３年度末までに導入率
15％以上）

平成１７年基準排出ガス７５％以上低減又は
平成３０年基準排出ガス７５%以上低減
平成３２年度燃費基準２０％向上以上達成

平成１７年基準排出ガス７５％以上低減又は
平成３０年基準排出ガス７５%以上低減

—
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基本方針及びNOx・PM法の制度全般について

■基本方針における次期目標

・現行基本方針の目標としている、対策地域におけるNOx・PM環境
基準が確保された際も、各種施策は継続

・今後の方針の検討にあたってはPM2.5やOxの低減にも配慮

■法制度の見直し等

・仮に、次期ＮＯｘ・ＰＭ総量削減計画を策定する際は、効果的かつ
効率的な手続き等の検討を願う


